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建設工事競争入札に係る最低制限価格の設定について

 地方自治法施行令第１６７条の１０項第２項及び新潟市契約規則第１２条第

１項の規定により定める、最低制限価格について以下の通りとします。

記

１ 最低制限価格を設けることができる対象

   競争入札により請負契約を締結する予定価格２５０万円以上の建設工事

２ 最低制限価格の設定率

   当該予定価格の１０分の７．５から１０分の９．３以内の範囲において

契約執行職員が定める。

   ただし、必要に応じ１０分の９．３を超えて定めることができる。

３ 施行期日

   令和元年１０月１日

以上


